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○

金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
取
引
証
拠
金
の
分
別
管
理
）

（
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
取
引
証
拠
金
の
分
別
管
理
）

第
六
十
七
条

（
略
）

第
六
十
七
条

（
略
）

２

法
第
百
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
引
証
拠
金
を
管
理
す
る
金
融
商

２

法
第
百
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
引
証
拠
金
を
管
理
す
る
金
融
商

品
取
引
所
は
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
さ
れ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
に

品
取
引
所
は
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
さ
れ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
取
引
証
拠
金
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
取
引
証
拠
金
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

日
本
銀
行
、
銀
行
、
協
同
組
織
金
融
機
関
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先

一

銀
行
、
協
同
組
織
金
融
機
関
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す

出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
同

定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
を
い
う
。
）
又
は
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金

組
織
金
融
機
関
を
い
う
。
）
又
は
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
へ
の
預
金

庫
へ
の
預
金
又
は
貯
金
（
当
該
取
引
証
拠
金
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ

又
は
貯
金
（
当
該
取
引
証
拠
金
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な

り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）


